
●土地区画整理審議会について●

現在の審議会委員につきましては、今年の１２月２４日をもって任期が満了となることから、 

新たな委員を決めるための選挙を予定しています。 

◆土地区画整理審議会とは 

区画整理地区内のみなさんの意見を反映させるなど、事業の公平性を確保するため、土地区画 

整理法第５６条により設置が定められた組織です。主な業務としては、仮換地の指定や換地計画 

の変更、評価員の選任などについて審議しています。 

◆審議会委員の構成 

審議会委員は区画整理地区内の土地所有者及び借地権者のうちから選挙によって選出される 

委員８名と、市が選任する学識経験委員２名の合計１０名で構成され、任期は５年となります。 

○選挙スケジュール○ 

１ 選挙人名簿の縦覧 

選挙人名簿は、令和２年９月３０日（水）を基準日として作成し、以下の日時及び場所に 

て縦覧を行います。 

（１）縦覧期間・・・令和２年１０月６日（火）から１０月１９日（月）まで 

（２）縦覧時間・・・午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）縦覧場所・・・新富士駅南整備課 

    ※選挙人名簿に対する異議申立ては縦覧期間内に文書で出すことができます。 

異議申し出の用紙は新富士駅南整備課にあります。 

２ 選挙人名簿の確定と委員の定数の公告 

    選挙人名簿の縦覧後、確定した旨を令和２年１１月９日（月）に公告します。 

    また、所有権者及び借地権者から選出される委員の数についてもあわせて公告します。 

３ 立候補期間と候補者の氏名及び住所の公告 

（１）立 候補期 間・・・令和２年１１月１０日（火）から１１月１９日（木）まで 

（２）候補者の公告・・・令和２年１２月 １日（火） 

  ４ 投票を行わない旨の公告 

    立候補者が定数を超えない場合、投票を行わない旨を令和２年１２月１日（火）に公告し

ます。 

５ 投票日 

立候補者が定数を超えた場合、 

令和２年１２月１３日（日）に投票を行います。 
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（区画整理だより） 

令和２年９月（第 20 号） 
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